
　電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
は、電力・ガス・食料品などの価格高騰による負
担増を踏まえ、住民税均等割非課税世帯などを支
援する給付金です。
支給額　１世帯あたり５万円（１世帯１回限り）
支給対象　令和４年９月30日現在、どちらかに該
　当する世帯が支給対象です。
①八街市に住民登録があり、世帯全員の令和４年
　度住民税均等割が非課税の世帯
②市区町村の住民基本台帳に記録され、申請する
　時点で八街市に住民登録があり、予期せず令和
　４年１月～12月の収入が減少し、世帯全員が住
　民税非課税相当の収入となった世帯（家計急変 
　世帯）
※次に該当する世帯などは対象外となります。
 ・世帯全員が、住民税が課されている他の親族等
　の扶養を受けている世帯（住民税の取り扱いと
　して、扶養を受けているかわからないときは、
　両親や子どもなど家族に確認してください）
 ・租税条約による住民税の免除を届け出ている方
　がいる世帯
支給手続き・申請期限
①世帯全員の令和４年度住民税均等割が非課税の
　世帯
○「お知らせ」が届いた世帯
　支給対象世帯には、11月下旬に発送しました。
　振込口座に変更がない場合は返信不要です。
　振込口座を変更する場合や、給付金の受取を拒
　否する場合は、届出を12月12日㈪までに提出し
　てください。
※支給要件を満たさなくなった場合は支給しません。
○「確認書」が届いた世帯
　支給対象に該当すると思われる世帯には、11 月
　下旬に発送しました。必要事項を記入し、社会
　福祉課に令和５年１月31日㈫までに返信してく

　ださい。
○「お知らせ」または「確認書」が届かなかった世帯
　申請書類を取得して申請書に必要事項を記入し、
　添付書類を添えて、令和５年１月31日㈫までに
　社会福祉課へ郵送または窓口に提出してください。
　申請書は、市ホームページからダウンロードす
　るか、社会福祉課窓口で配布しています。
②家計急変世帯
　申請書類を取得して申請書に必要事項を記入し、
　添付書類を添えて、令和５年１月31日㈫までに
　社会福祉課へ郵送または窓口に提出してください。
　申請書は、市ホームページからダウンロードす
　るか、社会福祉課窓口で配布しています。
支給日
 ・ 「お知らせ」が届いた世帯は、12月下旬に指定
　した口座に支給します。
 ・ 「確認書」または「申請書」を提出した世帯は、
　市が受理した日から約３週間後に指定した口座
　に支給します。 （確認書や申請書に不備があっ
　た場合は、支給に時間がかかります）
※不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年
以下の刑に処されることがあります。
※自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職
員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、
八街市コールセンターや最寄りの警察署または警
察相談専用電話（＃９１１０）に連絡してください。
送付先　〒２８９－１１９２　八街市八街ほ35－29
　　　　社会福祉課
内閣府コールセンター　
☎︎０１２０－５２６－１４５　午前９時～午後８時
　（土曜・日曜日、祝日、12月29日～１月３日を除く）
八街市コールセンター　
☎︎０５７０－０５７－２３３　午前９時～午後５時
　（土曜・日曜日、祝日、12月29日～１月３日を除く）
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人口の動き　11 月１日現在　人口 67,566 人（前月比－４人）　男 34,682 人 女 32,884 人 世帯数 32,646 世帯
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